
 

○千歳市交通安全教育施設設置条例施行規則 

昭和53年10月20日規則第42号 

改正 

平成17年４月１日規則第36号 

令和３年３月23日規則第11号 

千歳市交通安全教育施設設置条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市交通安全教育施設設置条例（昭和53年千歳市条例第25号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（交通安全指導の実施） 

第２条 市長は、条例第４条第１号に規定する模擬交通設備等において、交通安全知識の

普及及び交通道徳に関する指導を行う。 

（施設等の使用） 

第３条 条例第４条各号に規定する設備その他の物件を使用しようとする者は、係員の指

示に従わなければならない。 

（交通安全指導の申込み） 

第４条 幼稚園、小学校、中学枚、児童福祉施設その他団体の児童、生徒等が集団で第２

条の交通安全指導を受けようとする場合は、学校その他の施設にあつてはその長が、20

人以上の団体を構成するときは当該団体の責任者が、千歳市交通安全教育施設交通安全

指導申込書（第１号様式。以下「指導申込書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の指導申込書は、交通安全指導を受けようとする日の少なくとも５日前に提出し

なければならない。 

（指定管理者による管理） 

第５条 条例第８条第１項の規定により指定管理者に交通教育施設の管理を行わせる場合

にあっては、第４条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

（補則） 

第６条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日規則第36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市交通安全教育施設設置条例

施行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用す

ることができる。 

附 則（令和３年３月23日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成され



 

ている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

 （千歳市規則で定める様式における押印の取扱い特例規則の廃止） 

３ 千歳市規則で定める様式における押印の取扱い特例規則（平成９年千歳市規則第４号）

は、廃止する。 

 

第１号様式（第４条関係） 

 

 

 


